平成30年８月１０日


障害福祉サービス事業所
障害者支援施設各位

　障害児通所・入所事業所
　障害者・児相談支援事業所


「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の確認について（通知）


　日頃から本市の障害福祉施策に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　当市における障害者自立支援給付費等過誤申立書・請求取下依頼書受付方法の見直しについて、先日御連絡いたしましたが、電子申請にて過誤申立等を行う場合には事前に「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録が必要です。
ＦＡＸによる受付並行期間終了後は、市内事業所については電子申請のみでの上記過誤申立書・請求取下依頼書の受付といたしますので、登録を済ませていない場合には、余裕をもって事前に利用者登録等を行っていただきますようお願いいたします。利用者登録方法につきましては、別添資料にて御確認ください。
なお、既に登録済の市内事業所におかれましては、追加の対応は不要ですので、本通知は御放念ください。

・「過誤申立書・請求取下依頼書」「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の案内」
掲載場所
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3
・電子申請　実行ページ
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000092362.html
※上記のとおり、電子申請を行うためには事前に利用者登録が必要となりますので、別紙「「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の案内」に基づき、登録をお願いします。
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